
令 和 ５ 年 度 短 期 保 護 事 業 

文京藤の木荘事 業 計 画 
 

 

１  目  的  

   心 身 障 害 者（ 児 ）の 介 護 に 当 た っ て い る 家 族 が 、冠 婚 葬 祭 等 の 理 由 で 一

時 介 護 を 行 う こ と が 困 難 な と き 、家 族 に 代 わ っ て 文 京 藤 の 木 荘 に て 心 身 障

害 者 （ 児 ） を 保 護 し 、 そ の 家 族 の 生 活 の 安 定 を 図 る 。  

 

２  保護の基準となる理由 と利用限度時間  

 ⑴  介 護 者 又 は 家 族 (以 下「 介 護 者 等 」と い う )が 、疾 病 又 は 事 故 に よ る 入

院 又 は 通 院 の た め 介 護 で き な い と き 。         ３ ０ ０ 時 間  

 ⑵  介 護 者 等 が 出 産 の た め 介 護 で き な い と き 。       ３ ４ ８ 時 間  

  ⑶  介 護 者 等 が 冠 婚 葬 祭 、休 養 、学 校 行 事 へ の 参 加 等 の た め 介 護 で き な い

と き 。                       ２ ０ ０ 時 間  

  ⑷  そ の 他 区 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た と き 。  

 

３  定員  

   ５ 名  

   

４  対象者  

   文 京 区 内 に 住 所 を 有 し 、 常 時 介 護 を 必 要 と す る 在 宅 の 心 身 障 害 者 （ 児 ）

で あ っ て 、 以 下 に 該 当 す る 方 。  

  ⑴  身 体 障 害 者 程 度 区 分 １ か ら ３ 級 の 者  

  ⑵  愛 の 手 帳 所 持 者  

  ⑶  脳 性 ま ひ 者  

  ⑷  進 行 性 筋 萎 縮 症 に 罹 患 し て い る 者  

  ⑸  区 内 の 通 所 障 害 者 施 設 の 利 用 者  

    ⑹  そ の 他 区 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 者  

 

５  利用料と実費負担  

   短 期 保 護 に 要 す る 費 用 は 、４ 時 間 以 内 を ４ ０ ０ 円 と し 、４ 時 間 を 越 え た

場 合 は １ 時 間 １ ０ ０ 円 が 加 算 さ れ る 。  

   ま た 、 食 事 を 摂 っ た 場 合 は 、 朝 食 ３ ５ ０ 円 、 昼 食 ・ 夕 食 を 各 ５ ９ ０ 円 、

宿 泊 を し た 場 合 は リ ネ ン 代 と し て ４ ０ ０ 円 を 実 費 負 担 す る 。  

 

 

 


